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もっと よく知ろう。私たちの税金！ 

 
納められた市税は、下図のように、社会福祉の充実や教育文化の向上、道路の整備、ごみ処理、

農業・商工業の振興、災害を防ぐための事業など、さまざまな市の行政活動の費用にあてられます。 

 

      納められた市税１０，０００円は、次のように使われます。 

 

 

                  41 円 災害復旧費や労働費、予備費などに使うお金 

 

 
                  78 円 商工業の活性化対策や観光事業の振興などに使うお金 

 

 

                  143 円 議会運営に使うお金 

 
 
                  184 円 将来の支出に備えるため、基金積み立てなどに使うお金 

 
 
                  319 円 農業や水産業の振興に使うお金 

 
 
                  642 円 消防署や消防団の運営などに使うお金 

 

 
                  1,051 円 保健衛生やごみ処理など衛生的な生活のために使うお金 

 
 
                  1,164 円 道路や公園などの公共施設の整備に使うお金 

 
 
                  1,402 円 幼稚園や小中学校、公民館、図書館など教育全般の事務・事業に使うお金 

 
 
                  1,591 円 選挙や課税徴収など総括的な事務などに使うお金 

 

 
                  1,594 円 借り入れたお金を返済するために使うお金 

 

                  1,791 円 高齢者や障がい者、児童など福祉関係に使うお金 

 

                                                                          円 

 

             ※ 平成 18年度当初予算の一般財源の割合によって算出しています。 
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５月は固定資産税と軽自動車税の納期です 
納期限：５月３１日（水） 

                                                                         

 
 

 

 

 

   軽自動車税の減免 

 

 

 

                               

                               

                               

 

 

        

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ご存知ですか？市税などの納税相談 

                                                                         

■市税などの納税相談について 

 納期限内の納付が困難な場合の納付方法などの相談です。 

と き◆月曜日から金曜日 ８：30～17：15(土・日、祝日を除く)  

ところ◆市役所１階 納税対策課 

 

■休日納税窓口を開設しています 

 平日は仕事などで、納めることが困難な人への納税窓口です。 

と き◆毎月第４日曜日 ９：00～15：00(次は５月 28日、６月 25日) 

ところ◆市役所１階 納税対策課 

※同時に納期限内の納付が困難な場合の相談も受け付けています。 

 

納税ニュースは各区長から各家庭への配布となっています。地区に入っていない人は、各まちづ

くりセンター（公民館）または市のホームページ(http://city.kashima.ibaraki. jp/ )をご利用くだ

さい。 

次回発行は平成１８年７月中旬の予定です。 

■軽自動車税の減免 

障がいをもつ人の通院や通学、

通所、就業のために軽自動車を取

得・所有する場合は、軽自動車税

の減免制度があり、毎年の申請が

必要です。 

【必要な書類】 

①軽自動車減免申請書（税務課に

あります）②身体障害者手帳または

療育手帳、戦傷病者手帳、精神障

害者保健福祉手帳③運転免許証と

車検証の写し④軽自動車納税通知

書（５月１７日ころ発送予定）⑤印鑑 

【申請方法】 

上記必要書類等をもって、５月２４

日（水）までに税務課に申請してく

ださい。 

問合せ◆税務課：市民税グループ 
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■各税・料の納期限は次のとおりです。 

納期限日 固定資産税 市県民税 軽自動車税 
国民健康保

険税 
介護保険料

５月31日  
(水) 

第１期  全 期   

６月30日

(金) 
 第１期  第２期 第２期

７月31日

(月) 
第２期     

８月31日
(木) 

 第２期  第３期 第３期

10月２日

(月) 
第３期     

10月31日

(火) 
 第３期  第４期 第４期

11月30日
(木) 

第４期     

12月25日

(月) 
 第４期  第５期 第５期

１月31日

(水) 
   第６期  

２月28日
(水) 

   第７期 第６期

 

■納期前の納付をご利用ください！ 

－報奨金制度があります－ 

 固定資産税と市・県民税の第１期の納期限内に１年

（全期）分を一括して納めていただくと、年税額から前

納報奨金の額を差し引いて納付できる制度がありま

す。ご利用ください。 

納税の相談 


